
社会福祉法人川越町社会福祉協議会 

虐待及び身体拘束の発生の防止に関する指針 

 

１．目的 

高齢者及び障がい者の虐待防止法の趣旨を理解し、サービス提供事業所及び法人

全体で「虐待防止」に取り組むための指針とすることを目的とする。 

 

２．基本的考え方 

社会福祉法人川越町社会福祉協議会(以下、「本会」という。)は、利用者の人権を

尊重し、下記の虐待の定義内容及び関連する不適切なケアを一切行わない。 

また、虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、発生防止につ

いて、本会のすべての職員（以下、「職員」という。）がこれらを認識し、本指針を

遵守して福祉の増進に努める。 

 

３．虐待の定義 

虐待とは職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。 

（１）身体的虐待 

利用者の身体に外傷を生じ、もしくは生じる恐れのある行為を加え、また  

は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。ただし、緊急やむを得ず身体拘

束や行動制限等を行う場合には、要件の確認及び所定の手続きを徹底する。 

（２）性的虐待 

利用者にわいせつな行為をすること。または利用者にわいせつな行為をさせ 

ること。 

（３）心理的虐待 

利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、 

著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

（４）介護放棄(ネグレクト) 

利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前掲（１）か ら

（３）に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を擁護すべき職務上の義務を著

しく怠ること。 

（５）経済的虐待 

利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得るこ

と。 

 

４．虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項 

（１）虐待防止委員会の設置 



本会では、虐待防止に向けた対策を図るために、「虐待防止委員会」(以下、

「委員会」とする。)を設置する。 

委員会は２ヵ月に１回開催するものとし、取り扱う事項が相互に関係が深い場

合には、他の会議とも一体的に行う場合がある。 

（２）委員会の構成員 

委員会は、本会副会長、事務局長、次長、社会福祉法人川越町社会福祉協議会

虐待防止対応規程（以下、「対応規程」という。）第５条に規定する虐待防止対応

責任者（以下、「責任者」という。）及び第７条に規定する虐待防止受付担当者

（以下、「担当者」という。）とし、その他、必要とされる者を会長が任命する。 

  

５．虐待防止のための指針の整備に関する事項 

委員会は、本指針や対応規程の各種様式の作成及びその内容に変更、追加が生じ

たときは、速やかに修正や作成を行う。 

 

６．虐待防止のための職員研修の内容に関する事項 

委員会は職員教育を進めるために以下の内容について検討、実施する。 

（１）新規採用時に虐待防止研修を実施する。 

（２）虐待防止等に関する教育を行うための研修を実施する。 

（３）虐待防止・権利擁護に関する研修等外部研修を活用する。 

（４）研修の実施内容を記録する。 

 

７．虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関する事項 

委員会は、職員が相談しやすい体制や環境を整えるために以下の内容について

適切に実施する。 

（１）虐待が起こりやすい職場環境の確認と改善に向けた検討を行う（第１号様式）。 

（２）ストレス要因が高い労働条件の確認と必要な改善を行う。 

 

８．虐待の通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関する事項 

虐待を把握した者は、虐待防止対応規程の手順に従い適切に報告を行う。 

（１）虐待を把握した者は、担当者に口頭または文書により通報する。 

（２）担当者は、受付の際に対応規程に規定する第１号様式を用い記録し、通報者

から聞き取りを行う。 

（３）担当者は、受け付けた内容を責任者、第三者委員、自治体に報告する。ただ

し、第三者委員については、被虐待者及び身元引受人等が希望しない場合はこ

の限りではない。 

（４）報告を受けた第三者委員は、虐待内容を確認し、対応規程に規定する第２号

様式を用い、10 日以内に通報者に報告を受けた旨通知する。 

（５）職員は自治体等の事実確認に対し、聞き取りや調査、場所の提供等最大限に



協力する。 

（６）職員は被虐待者の安全確保を最大限に行い、事実確認をしっかりと行った上

で、被虐待者及び身元引受人等に対し誠意ある対応を行う。 

 

９．虐待等が発生した場合その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策

に関する事項 

虐待等が発生した時には虐待防止対応規程の手順に従い、発生防止策を検討し

確実に実施する。 

（１）責任者は、通報内容を解決するため、14 日以内に被虐待者や身元引受人等と

の話し合いを実施する。 

（２）責任者、被虐待者及び身元引受人等は、必要に応じ第三者委員に助言を求め

ることができる。 

（３）責任者は、話し合った内容を対応規程に規定する第３号様式に記録し、話し

合いに参加した者に確認する。 

（４）責任者は、解決・改善までの経緯と結果について対応規程第４号様式により

記録し、30 日以内に被虐待者及び身元引受人、第三者委員に報告する。また、

直後の委員会でも報告する。 

（５）責任者は、被虐待者及び身元引受人が満足する解決が得られなかった場合は、

自治体、国保連合会の苦情相談窓口、及び三重県社会福祉協議会福祉サービス

運営適正化委員会の窓口等を紹介するものとする。 

（６）責任者は、定期的に虐待解決結果及び虐待原因の改善状況を第三者委及び委

員会に報告する。 

 

10．再発防止策を講じた際にその効果について評価に関する事項 

委員会は、再発防止策を講じる際に以下の内容について適切に実施し、今後の

再発防止対策に繋げる。 

（１）虐待等が発生した場合、その発生状況・原因等の分析から結果を取りまとめ、

再発防止策を検討し、その再発防止策を実施する。 

（２）事例や分析結果、その他掲示物などを作成、掲示することで職員に対し周知

を図る。 

（３）再発防止策実施後の評価を行い、その内容を検証する。 

（４）本指針８．及び９．に基づき対応したことについて、事業報告に記載する。 

 

11．成年後見制度の利用支援に関する事項 

本会は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な

方々の権利擁護が図られるよう、親族および関係各所等と連携し、成年後見制度

が利用できるよう支援するものとする。 

 



12．虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

本会は、社会福祉法第 82 条に基づいて設置した苦情受付窓口にて誠意をもって

対応する。 

 

13．利用者に対する当該指針の閲覧に関する事項 

当該指針については、誰でも閲覧できるよう事業所に据え置くとともに、ホー

ムページにも掲載するものとする。 

 

14．その他虐待防止の推進のために必要な事項 

職員研修に関する事項に示されている研修以外にも関係機関等により提供され

る虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、利用者等の権利擁護とサービ

スの質の向上を図るよう研鑽に努める。 

 

15．附則 

この指針は、６年１０月１日から施行する。 

 

 


